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＜年 度 別 の 事 業 内 容＞認知症高齢者に対する家族介護者や地域住民の理解を啓発・普及
し、認知症などにより日常生活に支援が必要になっても、適切な介護・
福祉サービスを受け住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで
きるように、地域の見守り体制や権利擁護、危機管理などの支援体制
を整備する。
○高齢者権利擁護（虐待防止）支援会議の設置
○要援護高齢者の危機管理システム
○高齢者権利擁護（虐待等）専門相談窓口の設置
○地域福祉関係者、介護家族等の認知性高齢者ケアの理解の普及・
啓発
○高齢者虐待などの一時保護、成年後見制度利用等の支援体制の
整備

平成16年度 家族介護者教室
徘徊認知症高齢者SOSネットワーク事業

平成17年度

平成17年度実施事業に加え、権利擁護（虐
待防止）相談窓口設置

地域見守り体制説明研修会、台帳整備

平成18年度

家族介護者教室
徘徊認知症高齢者SOSネットワーク事業

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書

施策体系ｺｰﾄﾞ 2-3-1 事 業 名

1 「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」の実施
　・高齢者虐待専門相談窓口の設置（相談件数：42）
　・札幌市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催（3
回）
　・相談支援職員に対する研修会の実施（2回299人参加）
　・虐待防止啓発チラシの作成と配布（12,000部）
　・高齢者虐待防止法施行に係る実施体制検討会議の開催
　・法に基づく区の対応支援マニュアルの作成
２　徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事業の推進
　・チラシの作成（ＳＯＳネットワークチラシ3,000部）
　・パンフレットの購入（「認知症・・・？」1,000部）
　・徘徊認知症高齢者などの一時保護の実施（2件3日間）
３　認知症の理解の普及啓発
　　・認知症の理解を地域で拡げる講師（キャラバンメイト）の養
成研修の実施（1回81人）
　　・キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座の実施
（40回1,120人）

19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定
　当該事業は、2015年までの高齢者人口増に向け、地域における高齢者の権利擁護に基づく適切なケアの推進を目指している
が、事業開始当初は整備されていなかった高齢者虐待防止法の施行や改正介護保険法に基づき設置される地域包括支援セン
ターにおける高齢者の権利擁護に関する相談実施、国の認知症事業の実施など、当該事業にかかる制度基盤ができたため、今後
はそれぞれの体系に基づく形で事業を整理し継続を図る。

平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）
１　高齢者虐待に係る区保健師の訪問指導による支援の実施
と困難事例に対する地域ケア会議の開催等。
２　徘徊認知症高齢者のＳＯＳネットワーク事業の推進。
　　捜索や相談等の支援機関の連絡会議を開催。
　　徘徊認知症高齢者の一時保護の実施。
　　一般市民向け「認知症ってなに？」等パンフレット2,500部
購入配布
　　ＳＯＳネットワークチラシの2,000部作成配付
３　認知症高齢者介護者教室（在宅介護支援センター運営事
業）の実施。（127回、2,296人）
４　平成１７年度からの「高齢者虐待防止ネットワーク運営事
業」のマニュアル作成委員会の発足とマニュアル作成。

1 「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」の実施
　・高齢者虐待専門相談窓口の設置(相談件数：56件）
　・札幌市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の設置（1回）
　・相談支援職員に対する研修会の実施（1回150人参加）
　・虐待防止啓発チラシの作成と配布（9,000部）
　・区の相談支援のための手引き（マニュアル）作成
２　徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事業の推進
　・チラシの作成配布（ＳＯＳネットワークチラシ3,000部）
　・パンフレットの購入配布（「認知症・・・？」1,000部）
　・徘徊認知症高齢者などの一時保護の実施（６件65日）
３　認知症高齢者介護者教室の開催（186回、3,793人）
　・認知症の理解と適切なケアの推進～国の認知症事業のモデル事
業を実施
　　：認知症の理解を地域で拡げる講師（キャラバンメイト）の養成研修
の実施（1回168人）
　　：キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座の実施（29回
703人）
４　小規模多機能ケアに係る調査の実施

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）

「2015年の高齢者介護」推進事業

保健福祉局保健福祉部介護保険課　　三井・早坂　（211-2547）

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当

高齢者権利擁護（虐待防止）支援会議（警
察・司法関係者等）実施

地域福祉関係者を対象にした権利擁護
認知症ケア研修会

虐待一時保護体制整備、成年後見制度の利
用支援、小規模多機能ケア調査
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評    価　(　成　果　）

課    題

◆平成18年度4月から高齢者虐待防止法が施行されたことに伴い、養護者によ
る家庭内虐待に関する相談支援体制について、区及び本庁関係者でプロジェ
クト会議を開催し、市の支援体制を整備。併せて区の対応支援マニュアルの改
訂及び外部機関向けの対応マニュアルの作成。
◆電話相談の設置及び法律施行に伴うチラシの改訂により高齢者虐待予防の
普及啓発を実施。
◆関係機関とのネットワーク構築を目的とした高齢者虐待防止ネットワーク運営
委員会において、実際の事例を検証し、相談支援のあり方の検討を実施。
◆認知症の理解と適切なケアの普及啓発のために、地域で認知症の理解を拡
げる講師（キャラバンメイト）の養成と講師による地域の認知症の応援者となるサ
ポーター養成を実施
◆徘徊認知症高齢者の早期発見を図るため、警察と連携し、関係機関へ行方
不明者の情報を提供

◆キャラバンメイトのうち、実際にサポーター養成講座を開催できたメイ
トは一部であることから、メイトに対するフォローアップ研修を行うなど、
活動しやすい環境を整備する必要がある。
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平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）
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新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書
（単位：千円）

33,000

項  目

事　　業　　費　　の　　推　　移

事 業 名 「2015年の高齢者介護」推進事業施策体系ｺｰﾄﾞ 2-3-1

計

9,282
0
0

23,718
22,046
10,041

0
1,812

10,193

18 年 度

14,127
3,504

0
0

10,623
4,617
2,805

0
1,812

0

17 年 度

14,135
3,504

0
0

10,631
12,957
5,409

0
0

7,548

16 年 度

4,738
2,274

0
0

2,464
4,472
1,827

0
0

2,645

国 ･ 道 支 出 金

事 業 費

財

源

内

訳

計　画 市 債

そ の 他

一 般 財 源

実　績

計  画  と  の  差  異  (　予　算　・　事　業　内　容　・　規　模　・　時　期　等　)

［全   体］［16年度］［17年度］［18年度］
平成17年度の事業実施に先立ち、ソフト面での事業の充実を図った（「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」マニュアル作成委員
会発足、マニュアル検討）。
計画策定段階で「高齢者権利擁護（虐待防止）支援会議」の開催としていたが、「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」とする。

18 年 度 末
( 目 標 )

国 ･ 道 支 出 金

事 業 費

財

源

内

訳

市 債

そ の 他

一 般 財 源

主　な　施　設、　サ　ー　ビ　ス　等　の　整　備　水　準

18 年 度 末
( 実 績 )

17 年 度 末
( 実 績 )

16 年 度 末
( 実 績 )

15 年 度 末
( 現 状 )

項　　　　　　目

予　算　事　業　名( 小 事 業 名 )

関　　連　　予　　算　　事　　業　　内　　訳

経・臨 枠内外 16年度 17年度 18年度 計

在宅介護支援センター運営事業費（一部） 経常 枠内

徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事業 経常 枠内

２０１５年の高齢者介護推進事業費 臨時 枠内

計

3,998

474

4,472

5,856

7,101

12,957

4,617

4,617

9,854

474

11,718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

0

0

0

0

22,046

進 捗 率 ( ％ )

－
－
－
－
－

66.8
－

－


